
寝屋川市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険の被保険者が要支援又は要介護状態となることの

予防、要支援又は要介護状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立

した日常生活の支援のため、介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」

という。)第 115 条の 45 第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以

下「総合事業」という。）の実施について、法、介護保険法施行規則（平成 11

年厚生省令第 36 号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、必要な事項

を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、法、省令、介護予防・日常生活支援

総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針（平成 27 年厚生労働省告示

第 196 号。）、地域支援事業実施要綱（平成 18 年６月９日老発第 0609001 号厚

生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」）の例による。 

（事業内容） 

第３条 総合事業における事業の構成は、別表第１に定めるとおりとする。 

（対象者） 

第４条 介護予防・生活支援サービス事業（以下「第１号事業」という。）の対象

者は次の各号のいずれかに該当する者で、別表第２の事業名の欄に掲げる事業

の区分に応じ、当該対象者の欄に掲げる要件を満たすものとする。 

⑴ 居宅要支援被保険者 

⑵ 要介護又は要支援の認定申請の後（認定の更新に係る申請にあっては、現

に受けている要介護認定又は要支援認定の有効期間の終了日の翌日以降）に、

省令第 140 条の 62 の４第２号に規定する者となった者（要介護又は要支援

の認定申請の結果が、要介護と認定された者に限る。）で、かつ、法第 40 条

に規定する介護給付を受けていない者、及び現に受けている要介護認定又は

要支援認定の有効期間の終了日の翌日以降 60 日以内に、省令第 140 条の 62

の４第２号に規定する者となった者（要介護認定又は要支援認定を受けてい

ない者に限る。以下「事業対象者」という。) 



⑶ 要介護又は要支援の認定申請の結果が非該当と認定された後、省令第 140

条の 62 の４第２号に規定する者となった者（以下「事業対象者Ｂ」という。) 

⑷ 居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サー

ビス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービ

スを受ける日以前に前３号のいずれかに該当し、訪問型サービス（有償活動

員による支援）のサービスを受けていた者のうち、要介護認定によるサービ

スを受けた日以後も継続的に訪問型サービス（有償活動員による支援）のサ

ービスを受ける者（以下「訪問Ｂ継続対象者」という。） 

２ 一般介護予防事業の対象者は、第１号被保険者及びその介護又は支援のため

の活動に関わる者とする。 

（第１号事業の実施方法） 

第５条 指定事業者は、法第 115 条の 45 の３の規定に基づき、第１号事業のうち

次の各号に掲げる事業（以下「指定第１号事業」という。）を実施するものと

する。 

⑴ 訪問型サービス（現行相当） 

⑵ 訪問型サービス（基準緩和） 

⑶ 通所型サービス（現行相当） 

⑷ 通所型サービス（基準緩和） 

⑸ 通所型サービス（短期集中） 

２ 次の各号に掲げる事業は、法第 115 条の 47 第４項の規定に基づく省令第 140

条の 69 に規定する基準に適合する者（以下「適合者」という。）に対する委託

により実施することができる。 

⑴ 介護予防ケアマネジメントＡ 

⑵ 介護予防ケアマネジメント（初回） 

⑶ 介護予防ケアマネジメントＢ 

３ 訪問型サービス（有償活動員による支援）については、省令第 140 条の 62

の３第１項第２号の規定に基づく補助（以下「補助」という。）により実施す

るものとする。 

（一般介護予防事業の実施方法） 

第６条 一般介護予防事業について、市が直接実施するもののほか、次の各号に



掲げる方法により実施することができる。 

⑴ 適合者に対する委託による実施 

⑵ 補助 

（事業者の指定） 

第７条 指定第１号事業を行う者としての指定を受けようとする者（以下「申請

者」という。）は、法第 115 条の 45 の５第１項の規定に基づき、指定第１号事

業者の指定又は更新に係る申請書により、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、指定第１

号事業の指定をすることを決定したときは当該申請者にその旨を通知するも

のとする。 

３ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請者に対して、第１項の

指定をしてはならない。 

⑴ 申請者が法人でないとき。 

⑵ 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、市長が別に

定める基準及び員数を満たしていないとき。 

⑶ 申請者が、市長が別に定める指定第１号事業の設備及び運営に関する基準

に従って適正な指定第１号事業の運営をすることができないと認められる

とき。 

⑷ 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなるまでの者であるとき。 

⑸ 申請者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で介護保険

法施行令（平成 10 年政令第 412 号。以下「政令」という。）第 35 条の２で

定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行

を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

⑹ 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令第 35 条の３で定めるも

のにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが

なくなるまでの者であるとき。 

⑺ 申請者が、社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭

和 44 年法律第 84 号）で定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金

又は掛金（地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による国民健康保険



税を含む。以下この号において「保険料等」という。）について、当該申請

をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、

当該処分を受けた日から正当な理由なく３月以上の期間にわたり、当該処分

を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て（当該処分を受けた者が、

当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付

義務を負う保険料等に限る。)を引き続き滞納している者であるとき。 

⑻ 申請者が、法第 115 条の９又は第 115 条の 45 の９の規定により指定を取り

消され、その取消しの日から起算して５年を経過しない者（当該指定を取り

消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続

法第 15 条の規定による通知があった日前 60 日以内に当該法人の役員（業務

を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧

問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行

する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有す

るものと認められる者を含む。)又はその事業所を管理する者その他の政令

第 35 条の４で定める使用人（以下「役員等」という。)であった者で当該取

消しの日から起算して５年を経過しないものを含み、当該指定を取り消され

た者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前 60

日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して５

年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、

指定介護予防サービス事業者又は指定第１号事業を行う者としての指定を

受けた者（以下「指定第１号事業者」という。）の指定の取消しのうち当該

指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するた

めの当該指定介護予防サービス事業者又は指定第１号事業者による業務管

理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介

護予防サービス事業者又は指定第１号事業者が有していた責任の程度を考

慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが

相当であると認められるものに該当する場合を除く。 

⑼ 申請者と密接な関係を有する者の株式の所有その他の事由を通じて当該

申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関

係にある者として省令第 126 条の３第１項で定めるもの（以下この号におい



て「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他

の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響

を与える関係にある者として省令第 126 条の３第２項で定めるもの又は当該

申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若し

くはその事業に重要な影響を与える関係にある者として省令第 126 条の３第

３項で定めるもののうち、当該申請者と省令第 126 条の３第４項で定める密

接な関係を有する法人をいう。)が、法第 115 条の９又は第 115 条の 45 の９

の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して５年を経過し

ていないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者

又は指定第１号事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理

由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サ

ービス事業者又は指定第１号事業者による業務管理体制の整備についての

取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者又

は指定第１号事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定

する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる

ものに該当する場合を除く。 

⑽ 申請者が、法第 115 条の９又は法第 115 条の 45 の９の規定による指定の取

消しの処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があった日から当該

処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法第 115 条の５

第２項の規定又は第 10 条第１項の規定による指定介護予防サービス又は指

定第１号事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由が

ある者を除く。)で、当該届出の日から起算して５年を経過しないものであ

るとき。 

⑾ 申請者が、法第 115 条の７又は法第 115 条の 45 の７の規定による検査が行

われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき法第 115 条の９又は

法第 115 条の 45 の９の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか

否かの決定をすることが見込まれる日として市長が当該申請者に当該検査

が行われた日から 10 日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の

日をいう。)までの間に法第 115 条の５第２項又は第 10 条第１項の規定によ

る事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由がある者



を除く。)で、当該届出の日から起算して５年を経過しないものであるとき。 

⑿ 第 10 号に規定する期間内に法第 115 条の５第２項又は第 10 条第１項の規

定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の

日前 60 日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由

がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所（当該

事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、

当該届出の日から起算して５年を経過しないものであるとき。 

⒀ 申請者が、第 10 条第１項の規定による申請の日より前５年以内に居宅サ

ービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 

⒁ 申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第 77 号｡以下この条において「暴力団対策法」という。)第２条第６号に

規定する暴力団員（以下この条において「暴力団員」という。)であると認

められるとき。 

⒂ 申請者が、暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下この条において同じ。)又は暴力団員により経営に実質的に関与されて

いると認められるとき。 

⒃ 申請者が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与

する等直接的、積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

ると認められるとき。 

⒄ 申請者が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

ると認められるとき。 

⒅ 申請者（法人である場合に限る。）の役員等に第４号から第８号まで又は

第 10 号から前号までのいずれかに該当する者がいるとき。 

（指定の更新） 

第８条 省令第140条の63の７の規定に基づき定める指定の有効期間は６年とし、

その期間ごとに前条第１項の指定の更新を受けなければ、その期間の経過によ

って、その効力を失う。 

２ 前条の規定は、指定第１号事業の指定の更新について準用する。 

３ 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、

従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 



４ 前条第１項の規定により、指定の更新の申請があった場合において、指定の

有効期間が満了する日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の

指定は、指定の有効期間の満了の日以後もその処分がされるまでの間は、なお

その効力を有する。 

（変更の届出） 

第９条 指定第１号事業者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、当

該事項に変更のあった日から 10 日以内に、指定第１号事業者の変更に係る届

出書により市長に届け出なければならない。 

⑴ 事業所（当該事業所の所在地以外の場所に当該変更の届出に係る事業の一 

部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。）の名称及び所在地 

⑵ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、住所及

び職名 

⑶ 申請者の登記事項証明書 

⑷ 事業所の平面図及び設備 

⑸ 事業所の管理者の氏名及び住所 

⑹ サービス提供責任者の氏名及び住所（訪問型サービス（現行相当）に係る

指定第１号事業者に限る。） 

⑺ 運営規程 

（廃止等の届出） 

第 10 条 指定第１号事業者は、当該指定第１号事業を廃止、休止又は再開しよう

とするときは、その廃止、休止又は再開の日の１月前までに、指定第１号事業

者の廃止、休止又は再開に係る届出書により市長に届け出なければならない。 

（添付書類） 

第 11 条 第７条から前条までに規定する申請書又は届出書は、省令に定めるもの

のほか、市長が別に定める書類を添付しなければならない。 

（事業者情報の提供） 

第 12 条 市長は、第７条から第 10 条までに規定する申請書又は届出書を受理し

たときは、大阪府、大阪府国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当

該指定第１号事業者に関する情報のうち、次の各号に掲げる事項を提供するこ

とができる。この場合において、個人に関する情報を提供する場合は、本人の



同意を得るものとする。 

 ⑴ 事業所の名称及び所在地 

⑵ 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏

名及び住所 

⑶ 指定年月日 

⑷ 事業開始年月日 

⑸ 運営規程 

⑹ 介護保険事業所番号 

⑺ 管理者の氏名、生年月日及び住所 

⑻ 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項 

（指定拒否） 

第 13 条 指定第１号事業者の指定については、申請者が第７条第３項に規定する

指定基準を満たす場合であっても、当該事業所に係る指定事業者の指定を行う

ことにより寝屋川市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量

を超過する場合その他の当市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に

支障が生じるおそれがあると認められる場合においては、当該事業所に係る指

定事業者の指定をしないことができる。 

（第１号事業に要する費用の額） 

第 14 条 第１号事業（通所型サービス（短期集中）及び補助により実施するもの

を除く。)に要する費用の額は、別表第３に定める単位に別表第４に定める単

価を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた

額）とする。 

２ 通所型サービス（短期集中）に要する費用の額は、別表第５に定める額とす

る。 

３ 第１号事業（補助により実施するものに限る。)に要する費用の額は、市長が

別に定める。 

（第１号事業支給費の支給） 

第 15 条 市長は、指定第１号事業者が実施する第１号事業については、法第 115

条の 45 の３第１項から第３項までの規定により第１号事業に要した費用につ

いて、第１号事業支給費を指定第１号事業者に支給することにより行うものと



する。 

２ 通所型サービス（短期集中）を除き、前条に定める額の 100 分の 90（法第 59

条の２第１項に規定する者にあっては、100 分の 80、同条第２項に規定する者

にあっては、100 分の 70）に相当する額を第１号事業支給費として支給するも

のとする。 

３ 通所型サービス（短期集中）については、アセスメントにおいてサービスが

必要と認める時点から、居宅要支援被保険者及び事業対象者ごとに 12 回を限

度に、前条に定める額の全額を、13 回目以降は、前条に定める額から 1,000 円

を引いた額を、第１号事業支給費として支給するものとする。 

４ 第１号事業支給費の算定については、別表第３に定めるもののほか、指定介

護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 18 年厚生労働省

告示第 127 号）及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基

準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 18 年３月 17 日老計発第

0317001 号・老振発第 0317001 号・老老発第 0317001 号、厚生労働省老健局計

画・振興・老人保健課長連名通知。)に準ずるものとする。 

（第１号事業支給費の審査及び支払） 

第 16 条 市長は、第１号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第

115条の 45の３第６項の規定により大阪府国民健康保険団体連合会に委託して

行うものとする。 

（利用料） 

第 17 条 第１号事業の利用者は、法第 115 条の 45 第５項及び省令第 140 条の 63

の規定に基づき、第１号事業に要する費用の額から第１号事業支給費を差し引

いた額の利用料を負担しなければならない。 

２ 第１号事業を実施する際に、食費、原材料費等の実費が生じたときは、当該

実費は利用者の負担とする。 

３ 第１項の利用料及び前項の実費は、利用者が指定第１号事業者に直接支払う

ものとする。 

（第１号事業支給費に係る支給限度額） 

第 18 条 居宅要支援被保険者の第１号事業支給費に係る支給限度額は、要支援状

態区分に応じ、法第 55 条第１項の規定によるものとする。この場合において、



居宅要支援被保険者が法第 52 条に規定する予防給付を利用している場合は、

第１号事業及び予防給付の支給限度額を一体的に算定するものとする。 

２ 要介護認定を受けた事業対象者の第１号事業支給費に係る支給限度額は、要

介護状態区分に応じ、法第 43 条第１項の規定によるものとし、それ以外の事

業対象者の区分支給限度額は、法第 55 条第１項の規定による要支援２のもの

とする。この場合において、居宅要介護被保険者が法第 40 条に規定する介護

給付を利用している場合は、介護予防・日常生活支援総合事業及び介護給付の

支給限度額を一体的に算定するものとする。 

３ 支給限度額の算入対象となるサービスは、第１号訪問事業の訪問型サービス

（現行相当）、訪問型サービス（基準緩和）、並びに第１号通所事業の通所型サ

ービス（現行相当）及び通所型サービス（基準緩和）とする。 

（第１号事業支給費の額の特例） 

第 19 条 市長は、災害その他特別の事情がある場合は、居宅要支援被保険者又は

事業対象者が必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、第１号

事業支給費の額の特例を決定することができる。 

２ 法第 60 条に規定する介護予防給付の額の特例を受けている居宅要支援被保

険者又は事業対象者は、前項の規定による第１号事業支給費の額の特例を決定

されたものとみなす。 

（高額介護予防サービス費相当事業） 

第 20 条 市長は、指定第１号事業者による事業の利用により生じた利用者負担額

が著しく高額であるときは、法第 61 条に規定する高額介護予防サービス費に

相当する額を支給することができる。 

（高額医療合算介護予防サービス費相当事業） 

第 21 条 市長は、指定第１号事業者による事業の利用により生じた利用者負担額

及び医療保険の自己負担額を合算した額が著しく高額であるときは、法第 61

条の２に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する額を支給する

ことができる。 

（文書の提出等） 

第 22 条 市長は、第１号事業支給費の支給に関して必要があると認めるときは、

当該第１号事業支給費の支給を受ける者若しくは当該第１号事業支給費の支



給に係る第１号事業を担当する者又は担当していた者に対し、文書その他の物

件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは

照会をすることができる。 

（委任） 

第 23 条 この要綱に定める文書等の様式及びこの要綱の施行について必要な事

項は、この要綱に定める事務を担当する部長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この要綱の施行日以後における指定事業者の指定その他この要綱を施行する

ために必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。 

（指定事業者の指定に係る経過措置） 

３ この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において「地域におけ

る医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する

法律」（平成 26 年法律第 83 号。以下「整備法」という。)第５条の規定による

改正前の介護保険法（以下「旧法」という。）第８条の２第２項に規定する介

護予防訪問介護の事業を行う者として、旧法第 53 条第１項本文の指定を受け

ている者（以下「指定介護予防訪問介護事業者」という。)であった者が、平

成 30 年３月 31 日までに第７条第１項に規定する第１号訪問事業の指定の申請

又は第８条第２項に規定する指定の更新の申請を行った場合における当該指

定の有効期間は、第８条第１項の規定にかかわらず、当該指定介護予防訪問介

護事業者の指定のあった日から６年を経過する日の前日までとする。 

４ 施行日の前日において旧法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護の

事業を行う者として、旧法第 53 条第 1 項本文の指定を受けている者（以下「指

定介護予防通所介護事業者」という。)であった者が、平成 30 年３月 31 日ま

でに第７条第１項に規定する第１号通所事業（通所型サービス（短期集中）を

除く。)の指定の申請又は第８条第２項に規定する指定の更新の申請を行った

場合における当該指定の有効期間は、第８条第１項の規定にかかわらず、当該

指定介護予防通所介護事業者の指定のあった日から６年を経過する日の前日



までとする。 

（寝屋川市介護保険要介護認定等に係る情報提供に関する要綱の一部改正） 

５ 寝屋川市介護保険要介護認定等に係る情報提供に関する要綱（平成 17 年４月

１日制定）の一部を次のように改正する。 

第１条中「及び要支援者」を「、要支援者及び事業対象者」に、「又は介護

予防サービス計画の作成及び」を「若しくは介護予防サービス計画の作成、介

護予防ケアマネジメントの実施（以下「介護サービス計画の作成等」という。）

又は」に改め、「受けた者」の次に「及び要介護認定等の申請の結果、要介護

状態又は要支援状態に該当しなかった者」を加える。 

第２条中「という。）」の次に「及び寝屋川市介護予防・日常生活支援総合事

業実施要綱（平成 29 年４月１日制定）」を加える。 

第３条第３号中「介護予防支援」の次に「及び介護予防ケアマネジメント」 

を加え、同条第６号中「又は地域密着型介護予防サービス」を「、地域密着型

介護予防サービス、第１号訪問事業又は第１号通所事業」に改める。 

  第４条第２項第２号中「計画の作成」を「計画の作成等」に改める。 

  第７条第１項第１号中「又は介護予防サービス計画の作成」を「の作成等」

に改める。 

（実証事業参加者の第１号事業支給費の特例） 

６ 寝屋川市と一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会医療経済研究機構

との介護予防事業等を通じた予防理学療法の活用効果に関する共同プロジェ

クト協定書に基づき実施する介護予防事業等を通じた予防理学療法の活用効

果に関する共同プロジェクト（以下「実証事業」という。）に参加する居宅要

支援被保険者及び暫定対象者が利用する通所型サービス（短期集中）における

第 15 条第２項の適用については、「100 分の 90」とあるのは「100 分の 100」

とする。 

７ 実証事業に参加する居宅要支援被保険者及び暫定対象者が利用する通所型サ

ービス（短期集中）については、第 18 条第３項の規定にかかわらず、支給限

度額の算入対象としないものとする。 

附 則 

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規



定は、当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第 15 条第２項の改正規定 平成 30 年８月１日 

 ⑵ 別表第３の改正規定 平成 30 年 10 月１日 

附 則 

この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年 10 月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の寝屋川市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

の規定は、施行日以後に実施された第１号事業について適用し、同前に実施さ

れた第１号事業については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年 11 月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の寝屋川市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

の規定は、施行日以後に実施された第１号事業について適用し、同前に実施さ

れた第１号事業については、なお従前の例による。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の寝屋川市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

の規定は、施行日以後に実施された第１号事業について適用し、同前に実施さ

れた第１号事業については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年 10 月１日から施行する。 

（経過措置） 



２ この要綱による改正後の寝屋川市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

の規定は、施行日以後に実施された第１号事業について適用し、同前に実施さ

れた第１号事業については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の寝屋川市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

の規定は、施行日以後に実施された第１号事業について適用し、同前に実施さ

れた第１号事業については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の寝屋川市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

の規定は、施行日以後に実施された第１号事業について適用し、同前に実施さ

れた第１号事業については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第３条関係） 

事業構成 事業名 事業内容 

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
䤀
ビ
ス
事
業
䥹
第
１
号
事
業
䥺 

訪問型サービス 

（第１号訪問事業） 

訪問型サービス

（現行相当） 

有資格の訪問介護員による身体

介護・生活援助に係る訪問サー

ビス 

訪問型サービス

（基準緩和） 

市が別に定める研修を受講した

者等による生活援助に係る訪問

サービス 

訪問型サービス

（有償活動員によ

る支援） 

有償活動員による生活援助に係

る訪問サービス 

通所型サービス 

（第１号通所事業） 

通所型サービス

（現行相当） 

身体的、精神的状態に配慮した

入浴、排せつ、食事等の日常生

活上の支援、生活機能の向上の

ための機能訓練等の通所サービ

ス 

通所型サービス

（基準緩和） 

閉じこもり予防や自立支援に資

する生活機能の維持又は向上の

ための運動・レクリエーション

等の通所サービス 

通所型サービス

（短期集中） 

運動器機能の向上、栄養改善、

口腔機能の向上並びに日常生活

動作（ＡＤＬ）、手段的日常生活

動作能力（ＩＡＤＬ）の改善の

ための短期間の集中的な機能訓

練等の通所サービス 

介護予防ケアマネ

ジメント（第１号介

護予防支援事業） 

介護予防ケアマネ

ジメントＡ 

対象者に対し、介護予防を目的

として、その心身の状況、その

置かれている環境その他の状況

に応じて、その選択に基づき適

切な事業が包括的かつ効率的に

提供されるよう行う、サービス

事業の利用に係るケアマネジメ

ント 

介護予防ケアマネ

ジメント（初回） 

介護予防ケアマネ

ジメントＢ 

対象者のセルフマネジメントを

支援するケアマネジメント 



一般介護予防事業 

介護予防把握事業 

収集した情報等を活用し、閉じ

こもり等の何らかの支援を要す

る者を早期に把握し、介護予防

活動へつなげる事業 

介護予防普及啓発

事業 

介護予防活動の普及・啓発を行

う事業 

地域介護予防活動

支援事業 

地域における住民主体の介護予

防活動の支援を行う事業 

一般介護予防事業

評価事業 

介護保険事業計画に定める目標

値の達成状況等を検証し、一般

介護予防事業の事業評価を行う

事業 

地域リハビリテー

ション活動支援事

業 

地域における介護予防の取組を

機能強化するため、通所、訪問、

地域ケア会議、サービス担当者

会議、住民運営の通いの場等へ

のリハビリテーション専門職等

の関与を促進する事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第４条関係） 

事業名 対象者 

訪 問型サー ビス

（現行相当） 

居宅要支援被保険者又は事業対象者であって、介護予防ケア

マネジメントＡ又は介護予防支援（以下この表において「介

護予防支援等」という。)において有資格者による身体介護

を含む訪問型サービスの利用が必要と認められ、かつ、訪問

型サービス（基準緩和）を利用していない者。 

訪 問型サー ビス

（基準緩和） 

居宅要支援被保険者又は事業対象者であって、介護予防支

援等において生活援助に係る訪問型サービスの利用が必要

と認められ、かつ、訪問型サービス（現行相当）を利用して

いない者。 

訪 問型サー ビス

（有償活動員によ

る支援） 

居宅要支援被保険者、事業対象者又は事業対象者Ｂ若しく

は訪問Ｂ継続対象者であって、介護予防支援等において生

活援助に係る訪問型サービスの利用が必要と認められる者。 

通 所型サー ビス

（現行相当） 

 

居宅要支援被保険者又は事業対象者であって、介護予防支援

等において身体的、精神的状態に配慮した通所型サービスの

利用が必要と認められ、かつ、通所型サービス（基準緩和）

を利用していない者。 

通 所型サー ビス

（基準緩和） 

居宅要支援被保険者又は事業対象者であって、介護予防支

援等において通所型サービスの利用が必要と認められ、か

つ、通所型サービス（現行相当）を利用していない者。 



通 所型サー ビス

（短期集中） 

居宅要支援被保険者又は事業対象者であって、介護予防支

援等において短期集中の介護予防に係る通所型サービスの

利用が必要と認められる者。 

介護予防ケアマネ

ジメントＡ 

居宅要支援被保険者又は事業対象者であって、第１号事業

のみを利用する者（介護予防ケアマネジメント（初回）の

対象者を除く。) 

介護予防ケアマネ

ジメント（初回） 

居宅要支援被保険者又は事業対象者であって、訪問型サービ

ス（有償活動員による支援）のみを利用する者。 

介護予防ケアマネ

ジメントＢ 

居宅要支援被保険者又は事業対象者であって、訪問指導を

利用した後、第１号事業（訪問型サービス（有償活動員に

よる支援）を除く。）、予防給付及び介護給付のいずれも利

用しない者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第３（第 14 条関係） 

事業名等 対象者 単位数等 

訪
問
型
サ
䤀
ビ
ス
䥹
現
行
相
当
䥺 

イ 

訪問型サービス（現行相当）費

（Ⅰ） 
要支援１・２ 

事業対象者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週１回 

程度の 

利用 

１月に
つき 1,176単位 

 日割 
１日に
つき 39単位 

ロ 

訪問型サービス（現行相当）費

（Ⅱ） 
週２回 

程度の 

利用 

１月に
つき 2,349単位 

 日割 
１日に
つき 77単位 

ハ 

訪問型サービス（現行相当）費

（Ⅲ） 
週３回 

程度の 

利用 

１月に
つき 3,727単位 

 日割 
１日に
つき 123単位 

ニ 初回加算  
１月に
つき 200単位 

ホ 
生活機能向上連携加算（Ⅰ）  

１月に
つき 100単位 

生活機能向上連携加算（Ⅱ）  
１月に
つき 200単位 

ヘ 口腔連携強化加算  
１月に
つき 50単位 

ト 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位の245／1000 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位の224／1000 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位の182／1000 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位の145／1000 

チ 介護職員処遇改善加算（Ⅴ） 

（１）所定単位の221／1000 

（２）所定単位の208／1000 

（３）所定単位の200／1000 

（４）所定単位の187／1000 

（５）所定単位の184／1000 

（６）所定単位の163／1000 

（７）所定単位の163／1000 

（８）所定単位の158／1000 

（９）所定単位の142／1000 

（10）所定単位の139／1000 

（11）所定単位の121／1000 

（12）所定単位の118／1000 

（13）所定単位の100／1000 

（14）所定単位の76／1000 



・ 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月においてイ

からチまでを算定しない。 

・ ホの算定要件等については、令和３年度介護報酬改定後の訪問介護における生

活機能向上連携加算の取扱に準ずる。 

・ イからハまでについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の

利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90／100を乗じ、事業所

と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に85／100を

乗じる。ただし、正当な理由なく、事業所において、前６月間に提供した訪問介

護サービスの提供総数のうち、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建

物の利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合は、所定

単位数に88／100を乗じる。また、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単

位数を算入する。なお、建物の範囲については、令和６年度介護報酬改定後の訪

問介護における取扱いに準ずる。 

・ ト及びチにおける所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計。 

・ トの処遇改善加算について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職

員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方

法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問型サ

ービス事業所が、利用者に対し、指定訪問型サービスを行った場合は、当該基準

に掲げる区分に従い、トに掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、トに

掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、トに掲げるその他の加算

は算定しない。 

・ チの処遇改善加算について、令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が

定める基準に適合する介護職員等の賃金改善等を実施しているものとして、電子

情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式による

届出を行った指定訪問型サービス事業所（トの加算を算定しているものを除く。）

が、利用者に対し、指定訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分

に従い、チに掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、チに掲げるいずれ

かの加算を算定している場合においては、チに掲げるその他の加算は算定しない。 

・ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実

施減算として、所定単位数の100分の１に相当する単位数を減算する。 

・ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算

として、所定単位数の100分の１に相当する単位数を減算する。ただし、当該減

算は令和７年４月１日より適用するものとする。 

・ ト及びチについては、第18条の支給限度額の対象外の算定項目とする。 

 

 

 

 



訪
問
型
サ
䤀
ビ
ス
䥹
基
準
緩
和
䥺 

イ 

訪問型サービス（基準緩和）費

（Ⅰ） 

要支援１・２ 

事業対象者 

週１回 

程度の 

利用 

１月に

つき 
857単位 

 日割 
１日に

つき 
28単位 

ロ 

訪問型サービス（基準緩和）費

（Ⅱ） 週２回 

程度の 

利用 

１月に

つき 
1,712単位 

 日割 
１日に

つき 
56単位 

ハ 

訪問型サービス（基準緩和）費

（Ⅲ） 週３回 

程度の 

利用 

１月に

つき 
2,569単位 

 日割 
１日に

つき 
84単位 

ニ 初回加算  
１月に

つき 
200単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



通
所
型
サ
䤀
ビ
ス
䥹
現
行
相
当
䥺 

イ 

通所型サービス（現行相当）費

（Ⅰ） 

要支援１・２ 

事業対象者 

週１回 

程度の 

利用 

１月に

つき 
1,798単位 

 日割 
１日に

つき 
59単位 

事業所と同一建物に居住する者

又は同一建物から利用する者に

サービスを行う場合 

１月に

つき 
-376単位 

通所型サービス（現行相当）費

（Ⅱ） 

要支援２ 

事業対象者 

週２回 

程度の 

利用 

１月に

つき 
3,621単位 

 日割 
１日に

つき 
119単位 

事業所と同一建物に居住する者

又は同一建物から利用する者に

サービスを行う場合 

１月に

つき 
-752単位 

ロ 生活機能向上グループ活動加算 

要支援１・２ 

事業対象者 

 
１月に

つき 
100単位 

ハ 若年性認知症利用者受入加算  
１月に

つき 
240単位 

ニ 栄養アセスメント加算  
１月に

つき 
50単位 

ホ 栄養改善加算  
１月に

つき 
200単位 

ヘ 口腔機能向上加算 

 
１月に

つき 
150単位 

 
１月に

つき 
160単位 

ト 一体的サービス提供加算   
１月に

つき 
480単位 

チ 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

要支援１・２ 

事業対象者 
 
１月に

つき 
88単位 

要支援２ 

事業対象者 
 
１月に

つき 
176単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

要支援１・２ 

事業対象者 
 
１月に

つき 
72単位 

要支援２ 

事業対象者 
 
１月に

つき 
144単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 
要支援１・２ 

事業対象者 
 
１月に

つき 
24単位 



要支援２ 

事業対象者 
 
１月に

つき 
48単位 

リ 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

要支援１・２ 

事業対象者 

 
１月に

つき 
100単位 

生活機能向上連携加算（Ⅱ）  
１月に

つき 
200単位 

ヌ 

口腔・栄養スクリーニング加算

（Ⅰ） 
 

１回に

つき 
20単位 

口腔・栄養スクリーニング加算

（Ⅱ） 
 

１回に

つき 
5単位 

ル 科学的介護推進体制加算  
１月に

つき 
40単位 

ヲ 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

要支援１・２ 

事業対象者 

所定単位の92／1000 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位の90／1000 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位の80／1000 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位の64／1000 

ワ 介護職員処遇改善加算（Ⅴ） 

（１）所定単位の81／1000 

（２）所定単位の76／1000 

（３）所定単位の79／1000 

（４）所定単位の74／1000 

（５）所定単位の65／1000 

（６）所定単位の63／1000 

（７）所定単位の56／1000 

（８）所定単位の69／1000 

（９）所定単位の54／1000 

（10）所定単位の45／1000 

（11）所定単位の53／1000 

（12）所定単位の43／1000 

（13）所定単位の44／1000 

（14）所定単位の33／1000 



・ イについて、利用者数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70／100を乗じる。 

・ イについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70

／100を乗じる。 

・ 加算の算定要件等については、令和６年度介護報酬改定後の通所介護における

加算の取扱いに準ずる。 

・ ヲ及びワにおける所定単位は、イからルまでにより算定した単位数の合計。 

・ ヲの処遇改善加算について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職

員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方

法により、市長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定通所型サ

ービス事業所が、利用者に対し、指定通所型サービスを行った場合は、当該基準

に掲げる区分に従い、ヲに掲げる単位数を所定単位数に所定単位数に加算する。

ただし、ヲに掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、ヲに掲げる

その他の加算は算定しない。 

・ ワの処遇改善加算について、令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が

定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電

子情報処理組織を使用する方法により、市長に対し、老健局長が定める様式によ

る届出を行った指定通所型サービス事業所（ヲの加算を算定しているものを除

く。）が、利用者に対し、指定通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる

区分に従い、ワに掲げる単位数を所定単位数に所定単位数に加算する。ただし、

ワに掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、ワに掲げるその他の

加算は算定しない。 

・ 利用者に対して、その居宅と通所型サービス（現行相当）事業所との間の送迎

を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。 

・ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実

施減算として、所定単位数の100分の１に相当する単位数を減算する。 

・ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算

として、所定単位数の100分の１に相当する単位数を減算する。ただし、感染症

の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の

策定を行っている場合には、令和７年３月31日までの間適用しない。 

・ イの「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者にサービス

を行う場合」、チ、ヲ及びワについては、第18条の支給限度額の対象外の算定項目

とする。 

 

 

 

 

 

 

 



通
所
型
サ
䤀
ビ
ス
䥹
基
準
緩
和
䥺 

イ 

通所型サービス（基準緩和）費

（Ⅰ）イ 送迎あり・入浴あり 

要支援１・２ 

事業対象者 

週１回 

利用 

１月に

つき 
1,257単位 

 日割 
１日に

つき 
41単位 

ロ 

通所型サービス（基準緩和）費

（Ⅰ）ロ 送迎あり・入浴なし 

１月に

つき 
1,103単位 

 日割 
１日に

つき 
36単位 

ハ 

通所型サービス（基準緩和）費

（Ⅰ）ハ 送迎なし・入浴あり 

１月に

つき 
1,117単位 

 日割 
１日に

つき 
37単位 

ニ 

通所型サービス（基準緩和）費

（Ⅰ）ニ 送迎なし・入浴なし 

１月に

つき 
964単位 

 日割 
１日に

つき 
32単位 

ホ 

通所型サービス（基準緩和）費

（Ⅱ）イ 送迎あり・入浴あり 

要支援２ 

事業対象者 

週２回 

利用 

１月に

つき 
2,469単位 

 日割 
１日に

つき 
81単位 

ヘ 

通所型サービス（基準緩和）費

（Ⅱ）ロ 送迎あり・入浴なし 

１月に

つき 
2,169単位 

 日割 
１日に

つき 
71単位 

ト 

通所型サービス（基準緩和）費

（Ⅱ）ハ 送迎なし・入浴あり 

１月に

つき 
2,194単位 

 日割 
１日に

つき 
72単位 

チ 

通所型サービス（基準緩和）費

（Ⅱ）ニ 送迎なし・入浴なし 

１月に

つき 
1,893単位 

 日割 
１日に

つき 
62単位 

・ イからチまでについて、利用者数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70

／100を乗じる。 

 

 

 

 

 

 



介
護
予
防
ケ
ア
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
Ａ 

イ 
介護予防ケアマネジメン

トＡ費 
要支援１・２ 

事業対象者 

 
１月に

つき 
442単位 

ロ 初回加算  
１月に

つき 
300単位 

ハ 委託連携加算  
１月に

つき 
300単位 

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
䥹
初
回
䥺 

介護予防ケアマネジメント(初

回)費 

要支援１・２ 

事業対象者 
 

１月に

つき 
442単位 

介
護
予
防
ケ
ア
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
Ｂ 

介護予防ケアマネジメントＢ費 
要支援１・２ 

事業対象者 
 

１月に

つき 
442単位 

・ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算

として、所定単位数の100分の１に相当する単位数を減算する。 

・ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、

所定単位数の100分の１に相当する単位数を減算する。ただし、当該減算は令和７年４月

１日より適用するものとする。 

 

別表第４（第 14 条関係） 

事業名 単価 

訪問型サービス（現行相当） 
10.84 円 

訪問型サービス（基準緩和） 

通所型サービス（現行相当） 
10.54 円 

通所型サービス（基準緩和） 

通所型サービス（短期集中） 10 円 

介護予防ケアマネジメントＡ 

10.84 円 介護予防ケアマネジメント（初回） 

介護予防ケアマネジメントＢ 

 



別表第５（第 14 条関係） 

事業名等 対象者 費用の額等 

通
所
型
サ
䤀
ビ
ス
䥹
短
期
集
中
䥺 

イ 
通所型サービス（短期集中）

費（Ⅰ） 

要支援 

事業対象者 

送迎あり １回につき 7,310円 

ロ 
通所型サービス（短期集中）

費（Ⅱ） 
送迎なし １回につき 6,990円 

ハ 
通所型サービス（短期集中）

費（Ⅲ） 

リハビリテーション

専門職未配置 

送迎あり 

１回につき 6,010円 

ニ 
通所型サービス（短期集中）

費（Ⅳ） 

リハビリテーション

専門職未配置 

送迎なし 

１回につき 5,690円 

 


